
令和元年第４回教育委員会議定例会 会議録 

  

１．開 催 日 時 等  令和元年５月２０日（月） 

           午後１時００分開会 午後３時１０分閉会 

２．開 催 場 所  ニセコ町総合体育館会議室 

３．出 席 委 員 等  教  育  長 菊 地   博 

           １番 委 員 日野浦 あき子 

           ２番 委 員 下 田 伸 一 

           ３番 委 員 越 湖 明 美 

           ４番 委 員 萬 谷 政 博 

４．欠 席 委 員  なし 

５．事務局出席者   学校教育課長 前 原 功 治 

           町民学習課長 佐 藤 寛 樹 

           学校給食センター長 富 永   匡 

           幼 児 セ ン タ ー 長 酒 井 葉 子 

           学校教育課総務係長 工 藤 亜津子 

６．会議録署名委員  １番 委 員 日野浦 あき子 

７．議     件 

   会議録署名委員の指名について 

   教育長の報告 

   報告第１号 ニセコスタイルの教育推進委員会委員の委嘱について 

   報告第２号 ニセコ町放課後子ども教室運営委員の委嘱について 

   報告第３号 ニセコ町放課後子ども教室コーディネーター及び学習アドバイザー、

安全管理員の委嘱について 

   報告第４号 ニセコ町立近藤小学校開放施設の開放指定校管理指導員の委嘱につ

いて 

   報告第５号 ニセコ町立近藤小学校開放施設の開放指定校運営委員会委員の委嘱

について 

   報告第６号 ニセコ町立教育支援員会委員の委嘱について 

   報告第７号 令和元年度教育費予算の補正について 

   報告第８号 区域外就学の承諾について 



   報告第９号 ニセコ町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱の一部改正

について 

   報告第 10号 ニセコ町立学校における事務主幹等の命課に関する取扱要領の一

部改正について 

   議案第１号 ニセコ町スポーツ推進委員の委嘱について 

   議案第２号 ニセコ町学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 

   議案第３号 ニセコ町学校運営協議会委員の任命について 

   議案第４号 ニセコ町社会教育委員の委嘱について 

   議案第５号 第４地区教科書採択教育委員会協議会委員の選任について 

   報告第 11号 区域外就学の承諾について 

   議案第６号 令和元年度要保護及び準要保護児童生徒の認定について 

   その他説明・協議事項 

   町民学習課長 ・こどもチャレンジの日程修正について 

   ※報告第１１号及び議案第６号は秘密会の議事として議決し非公開。 

 

８．議 事 の 概 要    

教育長：定刻となりましたので、ただ今から第４回教育委員会議定例会を開催いたします。 

本日の議事日程は、予めお配りした議事日程表のとおりです。 

「日程第１、会議録署名委員の指名」を行います。 

会議規則第１２条第５項の規定により、「１番 日野浦委員」を指名いたします。 

次に「日程第２ 教育長の報告」について私から説明をいたします。 

・・・教育長から教育長の報告について説明・・・ 

教育長：「教育長の報告」の説明が終わりますが、関連しますのでＨＩＳの給食試食会の関

係とニセコチャレンジの１年間の予定について補足をお願いします。 

    ・・・学校給食センター長、町民学習課長内容説明・・・ 

教育長：それでは、質疑を行います。質疑はありませんか。 

下田委員：クラウドファンディングの今の状況と、説明会はどのような状況だったか。 

町民学習課長：クラウドファンディングの内容ですが、５月２７日２３時までの期限で、 

第一目標を８６０万円としております。 

この場合、エクスプレスの車両７ⅿをカットして上屋を作り、駅構内のＳＬの隣 

に置くということです。 



８６０万円をクリアして９５０万円になりますと、一両まま２０ⅿ程持ってくるこ

とになります。 

その場合、転車台のＳＬの隣においてはどうかとのご意見もありますが、そこに 

置くには保存のための上屋を建てる等一千万円以上の保管費用がかかるので、今の 

ところ、有島記念館の裏手の余白地に一度持ってきて職員がいるところで管理し、 

公開しない時はテントをかける計画になっております。 

９５０万円以上集まった場合は、記念館の裏手にもって来るという計画になってお

ります。     

ご意見につきましては、先日のまちづくり懇談会とその前に有島地区の住民の方 

と懇談があったのですが、その中では、有島記念館の収蔵事業ということで文化遺産

として、また有島武郎の父有島武も鉄道関係者だったということで収蔵したいという

お話をしましたが、違和感があるので反対だという意見が多くありました。 

まちづくり町民講座の時も、エクスプレスに特化しないで、いろいろな事業の中 

でエクスプレスの収蔵事業を進めている中では、ＳＬの傍の駅構内が違和感なく良 

いのではないかという意見は出されていました。 

有島地区の方からお話があったのですが、一両まま持ってくる場合は有島記念館 

の裏におくことは、強行的にするのかとの危惧もあったので、そこは当然無視して 

するわけにはいかないので、クラウドファンディングの結果をみてお話をする機会 

を設けていきたいと思っております。 

クラウドファンディングの集約状況は、あと約一週間足らずですが、現在のとこ 

ろ５０％にも達していない状況になっております。 

    ただ、傾向的に、後半一気にいくこともありそうですが、現状では厳しい反応で 

４４％となっております。 

教育長：他に質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 

教育長：「日程第３ 報告第１号 ニセコスタイルの教育推進委員会委員の委嘱について」

を議題といたします。説明をお願いします。 

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「報告第１号」の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 



・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 

教育長：「日程第４ 報告第２号 ニセコ町放課後子ども教室運営委員の委嘱について」を

議題といたします。説明をお願いします。 

・・・町民学習課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「報告第２号」の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 

教育長：「日程第５ 報告第３号 ニセコ町放課後子ども教室コーディネーター及び学習ア

ドバイザー、安全管理員の委嘱について」を議題といたします。説明をお願いしま

す。 

・・・町民学習課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「報告第３号」の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 

教育長：「日程第６ 報告第４号 ニセコ町立近藤小学校開放施設の開放指定校管理指導員

の委嘱について」を議題といたします。説明をお願いします。 

・・・町民学習課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「報告第４号」の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 

教育長：「日程第７ 報告第５号 ニセコ町立近藤小学校開放施設の開放指定校運営委員会 

委員の委嘱について」を議題といたします。説明をお願いします。 

・・・町民学習課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「報告第５号」の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 



教育長：「日程第８ 報告第６号 ニセコ町教育支援員会委員の委嘱について」を議題とい 

たします。説明をお願いします。 

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「報告第６号」の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 

教育長：「日程第９ 報告第７号 令和元年度教育費予算の補正について」を議題といたし

ます。説明をお願いします。  

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「報告第７号」の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 

教育長：「日程第１０ 報告第８号 区域外就学の承諾について」を議題といたします。説

明をお願いします。 

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「報告第８号」の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 

教育長：「日程第１１ 報告第９号 ニセコ町立学校職員の自家用車の公用使用に関する要

綱の一部改正について」を議題といたします。説明をお願いします。 

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「報告第９号」の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 

教育長：「日程第１２ 報告第１０号 ニセコ町立学校における事務主幹等の命課に関する

取扱要領の一部改正について」を議題といたします。説明をお願いします。 

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 



教育長：「報告第１０号」の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で報告済みといたします。 

教育長：「日程第１３ 議案第１号 ニセコ町スポーツ推進委員の委嘱について」の件を議

題といたします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

・・・町民学習課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「議案第１号」の提案理由の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第１３ 議案第１号 ニセコ町スポーツ推進委員の委嘱につ 

いて」は、提案のとおりとすることに異議ございませんか。 

・・・（異議なしの声）・・・ 

教育長：異議なしと認め、「議案第１号」は、原案のとおり決しました。 

教育長：「日程第１４ 議案第２号 ニセコ町学校給食センター運営委員会委員の委嘱につ

いて」を議題といたします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

・・・学校給食センター長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「議案第２号」の提案理由の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第１４ 議案第２号 ニセコ町学校給食センター運営委員会委員の委嘱に 

ついて」は、提案のとおりとすることに異議ございませんか。 

・・・（異議なしの声）・・・ 

教育長：異議なしと認め、「議案第２号」は、原案のとおり決しました。 

教育長：「日程第１５ 議案第３号 ニセコ町学校運営協議会委員の任命について」を議題

といたします。事務局から提案理由の説明をお願いします。 

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 



教育長：「議案第３号」の提案理由の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第１５ 議案第３号 ニセコ町学校運営協議会委員の任命について」は、 

提案のとおりとすることに異議ございませんか。 

・・・（異議なしの声）・・・ 

教育長：異議なしと認め、「議案第３号」は、原案のとおり決しました。 

教育長：「日程第１６ 議案第４号 ニセコ町社会教育委員の委嘱について」を議題といた 

します。事務局から提案理由の説明をお願いします。 

・・・町民学習課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「議案第４号」の提案理由の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第１６ 議案第４号 ニセコ町社会教育委員の委嘱について」は、提案のと

おりとすることに異議ございませんか。 

・・・（異議なしの声）・・・ 

教育長：異議なしと認め、「議案第４号」は、原案のとおり決しました。 

教育長：「日程第１７ 議案第５号 第４地区教科書採択教育委員会協議会委員の選任につ

いて」を議題といたします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

・・・学校教育課長が議案を読み上げ、内容説明・・・ 

教育長：「議案第５号」の提案理由の説明が終わりました。 

それでは、質疑を行ないます。質疑はありませんか。 

・・・質疑なしの声・・・ 

教育長：以上で質疑を打ち切ります。 

「日程第１７ 議案第５号 第４地区教科書採択教育委員会委員の選任につい 

て」は、提案のとおりとすることに異議ございませんか。 

・・・（異議なしの声）・・・ 

教育長：異議なしと認め、「議案第５号」は、原案のとおり決しました。 



教育長：「日程第１８ 報告第１１号 区域外就学の承諾について」及び「日程１９ 議案 

第６号 令和元年度要保護準要保護児童生徒の認定について」の２件については、 

個人情報の取り扱いに関わる内容であることから、今回の教育委員会議での議事を 

「秘密会」とすることを発議いたします。 

本件について、討論を行います。 

反対、または賛成の討論はありますか。 

・・・（討論なしの声）・・・ 

    それでは、採決いたします。 

    「日程第１８ 報告第１１号 区域外就学の承諾について」及び「日程１９ 議 

案第６号 令和元年度要保護準要保護児童生徒の認定について」の２件につきまし 

ては、「秘密会」とすることにご異議ありませんか。 

・・・（異議なしの声）・・・ 

    異議なしと認めます。 

    よって、ニセコ町教育委員会会議規則第５条の規定により、「日程第１８ 報告第 

１１号 区域外就学の承諾について」及び「日程１９ 議案第６号 令和元年度要 

保護準要保護児童生徒の認定について」の２件について、「秘密会」とすることに決 

しました。 

・・・秘密会審議・・・ 

教育長：これで、「秘密会」の議事は終わりましたので、これよりの議事は公開とします。 

教育長：日程第２０ その他の説明・協議事項はありませんか。 

    町民学習課長から ・こどもチャレンジの日程修正について 

教育長：その他連絡事項等ございませんか。 

      ・・・（教育長から今後の日程の説明）・・・ 

教育長：この際ですので、各委員から何かございませんか。 

下田委員：近藤小学校の児童の放課後の過ごし方について保護者からの要望があった。 

教育長：４月に校長先生から話があったのですが、学校長としては学校で改善を図りたい

という話をしていました。何か必要な対応が出てくるのであれば、検討してまいり

たいと思います。 

・・・（なしの声）・・・ 

教育長：ないようですので、以上で、第４回教育委員会議定例会を終了いたします。 

ご苦労様でした。 

 


